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同条（注：憲法第９条）は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止

しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権

は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたも

のではないのである。憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、

専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、

名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、

平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。しからば、わが国が、自国

の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうるこ

とは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。 

右（安保条約が）違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁

判所の審査には原則としてなじまない性質のものであり、従つて一見極めて明白に違憲無

効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第

一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断

に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委せらるべきものであると解

するを相当とする。 

果してしからば、かようなアメリカ合衆国軍隊の駐留は、憲法９条、９８条２項および

前文の趣旨に適合こそすれ、これらの条章に反して違憲無効であることが一見極めて明白

であるとは、到底認められない。 


